
 
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
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県
人
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会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 
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誠 
 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号 

 
 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
）
」

を
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
）
」
に
改

め
る
。 

第
二
十
五
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
五
条
の
四 

公
務
に
お
け
る
旅
行
中
に
係
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
つ
い
て
は
、
旅
行
目
的
地

に
お
い
て
給
与
条
例
第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
場
合
で
そ
の
勤
務
に
従
事
し
た

時
間
が
明
確
に
証
明
で
き
る
も
の
に
限
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                   



                      

  
 
 

附 

則 

 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 様
式
第
十
七
号
（
第
二
十
五
条
の
三
関
係
）
 

所
属

氏
名

実
働

時
間

計

　
　

　
　

　
務

」
と

い
う

。
）

又
は

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
勤

務
の

別
を

記
入

す
る

。

　
　

　
　

　
定

め
る

様
式

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

勤
務

の
内

容
 
勤

務
を

す
る

こ
 
と

が
必

要
で

あ
 
っ

た
理

由

管
　

理
　

職
　

員
　

特
　

別
　

勤
　

務
　

実
　

績
　

簿

　
備

考
　

１
　

勤
務

の
内

容
に

は
給

与
条

例
第

1
7
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
勤

務
（

以
下

「
第

１
項

の
勤

　
　

　
　

４
　

こ
の

様
式

に
よ

り
難

い
事

情
が

あ
る

場
合

は
，

あ
ら

か
じ

め
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
て

　
　

　
　

３
　

必
要

に
応

じ
て

処
理

の
経

過
を

示
す

欄
を

設
け

る
こ

と
は

，
差

し
支

え
な

い
も

の
と

す
る

。
　

　
　

　
２

　
第

１
項

の
勤

務
を

行
っ

た
場

合
に

週
休

日
の

振
替

等
が

行
え

な
か

っ
た

理
由

を
記

入
す

る
。

休
憩

等
の

時
間

 
週

休
日

の
振

替
 
等

が
行

え
な

か
 
っ

た
理

由
備

　
考

(
中

　
　

　
　

　
　

　
略

)

認
印

月
 
日

勤
　

　
務

　
　

状
　

　
況

開
始

時
刻

終
了

時
刻

平
成

　
年

　
月

分
職

名
管

理
職

手
当

の
支

給
区

分


